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【手続補正書】
【提出日】平成23年2月7日(2011.2.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電動モータを駆動制御するための制御基板を備え、
　制御基板は多層回路基板であり、
　多層回路基板は、内層としてＧＮＤ層を含み、
　ＧＮＤ層に、電動モータの出力軸の回りに配置された円弧状のＧＮＤパターンが形成さ
れていることを特徴とするモータ制御装置。
【請求項２】
　請求項１において、上記多層回路基板は、内層として電源層を含み、
　電源層に、電動モータの出力軸の回りに配置された円弧状の電源パターンが形成されて
いるモータ制御装置。
【請求項３】
　請求項１または２において、上記多層回路基板は、内層として電源層を含み、
　上記ＧＮＤ層および上記電源層は、隣接して配置されているモータ制御装置。
【請求項４】
　請求項１～３の何れか１項において、上記多層回路基板は、アナログ信号が入力される
第１の多層回路基板と、第１の多層回路基板から離隔して配置されデジタル信号が入力さ
れる第２の多層回路基板と、を含んでいるモータ制御装置。
【請求項５】
　請求項４において、第１の多層回路基板は、電源回路、演算回路およびアナログ信号用
インターフェース回路を少なくとも実装し、第２の多層回路基板は、スイッチング素子を
制御するドライバおよび外部との通信回路を少なくとも実装するモータ制御装置。
【請求項６】
　請求項１～５の何れか１項に記載のモータ制御装置を備えることを特徴とする車両用操
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舵装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　また、本発明において、上記多層回路基板は、内層として電源層を含み、上記ＧＮＤ層
および上記電源層は、隣接して配置されている場合がある（請求項３）。この場合、電源
層で発生したノイズと、ＧＮＤ層で発生したノイズとを相殺することができる。これによ
り、ノイズがモータ制御装置に与える影響をより少なくできる。
　また、本発明において、上記多層回路基板は、アナログ信号が入力される第１の多層回
路基板（３１）と、第１の多層回路基板から離隔して配置されデジタル信号が入力される
第２の多層回路基板（３２）と、を含んでいる場合がある（請求項４）。この場合、アナ
ログ信号が入力される第１の多層回路基板と、デジタル信号が入力される第２の多層回路
基板とを別体に形成していることにより、第２の多層回路基板から第１の多層回路基板に
侵入してくるノイズを少なくでき、アナログ信号にノイズが入ることを抑制できる。
　また、本発明において、第１の多層回路基板は、電源回路（６９）、演算回路（７１）
およびアナログ信号用インターフェース回路（７０）を少なくとも実装し、第２の多層回
路基板は、スイッチング素子（８６Ｕ，８６Ｖ，８６Ｗ）を制御するドライバ（７７）お
よび外部との通信回路（７６）を少なくとも実装する場合がある（請求項５）。この場合
、アナログ信号が入力される第１の多層回路基板と、デジタル信号が入力される第２の多
層回路基板とを別体に形成していることにより、第２の多層回路基板から第１の多層回路
基板に侵入してくるノイズを少なくでき、アナログ信号にノイズが入ることを抑制できる
。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　また、本発明は、上記のモータ制御装置を備えることを特徴とする車両用操舵装置（４
）を提供するものである（請求項６）。この場合、電磁ノイズの影響を受け難い車両用操
舵装置を実現できる。
　なお、上記において、括弧内の数字等は、後述する実施の形態における対応構成要素の
参照符号を表すものであるが、これらの参照符号により特許請求の範囲を限定する趣旨で
はない。
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